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１
月　

日
、
「
市
駅
伝
競
走
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た＜

市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

１７

タ
ー
に
て＞

綾綾
瀬瀬
小小
学学
校校
とと
なな
がが
ぐぐ
つつ
児児
童童
館館
にに
放放
課課
後後
児児
童童
クク
ララ
ブブ
のの
設設
置置
がが
決決
まま
るる

　
　

月
定
例
会
が
、　

月　

日
か
ら　

月　

日
ま
で
の　

日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
定
例
会
で

１２

１１

２７

１２

１６

２０

は
、
平
成　

年
度
一
般
会
計
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
の
補
正
予
算
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
条
例

２７

な
ど
の
制
定
、
綾
瀬
市
市
税
条
例
な
ど
の
一
部
改
正
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
、指
定
管
理
者
の
指
定
２
件
、

市
道
路
線
の
廃
止
１
件
、
認
定
２
件
な
ど
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た　

議
案
を
審
議
し
、
そ
れ
ぞ
れ
可
決
、

１８

承
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、
請
願
１
件
は
不
採
択
と
決
し
ま
し
た
。
議
員
提
出
議
案
で
は
、
意
見
書
２
件
を
可

決
、
３
件
を
否
決
し
ま
し
た
（
審
議
結
果
は
８
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
。
ま
た
、
陳
情
は
２
件
を
趣
旨
了
承
、
７

件
を
趣
旨
不
了
承
と
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

　

一
般
会
計
（
第
４
号
）、国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計（
第
１
号
）

の
２
会
計
総
額
で
７
４
５
１
万
１

０
０
０
円
増
額
す
る
も
の
で
す
。

一
般
会
計
で
は
、
防
火
水
槽
用
地

買
い
取
り
の
た
め
の
消
防
水
利
事

業
費
な
ど
の
増
が
主
な
も
の
で
、

２
議
案
を
そ
れ
ぞ
れ
可
決
し
ま
し

た
。

条　

例

定
め
る
条
例
及
び
綾
瀬
市
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構

造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

○
綾
瀬
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
条

例○
綾
瀬
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
保

育
料
条
例

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
に

伴
う
条
例
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

で
実
施
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
利
用
者
が
負
担
す
る
費

用
に
つ
い
て
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。

○
綾
瀬
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

都
市
公
園
に
設
置
す
る
自
動
販

売
機
の
使
用
料
の
算
定
方
法
に
つ

い
て
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で

す
。

○
綾
瀬
市
文
化
会
館
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

文
化
会
館
に
お
け
る
付
属
設
備

の
追
加
に
伴
い
所
要
の
改
正
を
す

る
も
の
で
す
。

○
綾
瀬
市
神
崎
遺
跡
資
料
館
条
例

　

神
崎
遺
跡
資
料
館
の
設
置
に
伴

い
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

○
綾
瀬
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

等
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

綾
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園
テ
ニ
ス
コ

ー
ト
の
供
用
開
始
に
伴
う
本
蓼
川

工
事
請
負
契
約
の
締
結

　

平
成　

年
度
小
園
地
区
浸
水
対

２７

策
バ
イ
パ
ス
管
工
事
の
請
負
契
約

の
締
結
を
全
会
一
致
で
可
決
し
ま

し
た
。

議
員
提
出
議
案

○
神
奈
川
県
に
私
学
助
成
の
拡
充

を
求
め
る
意
見
書

○
国
に
私
学
助
成
の
拡
充
を
求
め

る
意
見
書

　

公
私
の
学
費
格
差
を
さ
ら
に
改

善
し
、
私
学
助
成
の
増
額
を
求
め

る
も
の
で
す
。

　

以
上
、
２
議
案
を
全
会
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

○
沖
縄
県
の
地
方
自
治
を
尊
重
し

過
度
な
介
入
を
し
な
い
こ
と
を
政

府
に
求
め
る
意
見
書

　

沖
縄
県
名
護
市
の
辺
野
古
地
域

に
米
軍
の
新
基
地
建
設
を
進
め
る

た
め
に
政
府
が
行
っ
て
い
る
や
り

方
は
、
地
方
自
治
を
破
壊
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。
国
は
地
方
自
治

を
堅
持
・
尊
重
し
、
自
治
体
に
過

度
の
介
入
を
し
な
い
こ
と
を
強
く

求
め
る
も
の
で
す
。

○
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
「
大
筋
合
意
」
は

撤
回
し
、
調
印
・
批
准
し
な
い
こ

と
を
求
め
る
意
見
書

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
は
、
多
国
籍
企
業
の

活
動
を
国
家
主
権
の
上
に
置
く 

「
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
条
項
」や「
ラ
チ
ェ
ッ

ト
規
定
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

と
さ
れ
、
農
業
だ
け
で
な
く
、
地

域
経
済
・
雇
用
、
医
療
・
保
険
、

食
品
安
全
、
知
的
財
産
権
な
ど
、

国
民
の
生
活
や
営
業
に
密
接
に
か

か
わ
る
分
野
で
、
日
本
国
民
の
利

益
と
経
済
主
権
を
ア
メ
リ
カ
や
多

国
籍
企
業
に
売
り
渡
す
も
の
で
あ

る
の
で
、
「
大
筋
合
意
」
を
撤
回

し
、調
印
・
批
准
を
行
わ
な
い
こ
と

を
強
く
求
め
る
も
の
で
す
。

○
改
正
労
働
者
派
遣
法
の
撤
回
を

求
め
る
意
見
書

　

こ
れ
ま
で
派
遣
労
働
は
、
職
業

安
定
法　

条
で
禁
止
さ
れ
た
労
務

４４

供
給
事
業
の
例
外
と
し
て
、
「
臨

時
的
・
一
時
的
業
務
に
限
る
「
常

第
１
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
廃
止
及
び

本
蓼
川
第
２
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
施

設
名
称
の
変
更
及
び
ス
ポ
ー
ツ
施

設
の
シ
ャ
ワ
ー
設
備
の
利
用
料
金

を
徴
収
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
で
す
。

○
綾
瀬
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤

の
も
の
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
共
下
水
道
使
用
料
の
賦
課
業

務
の
件
に
関
し
、
市
長
及
び
都
市

建
設
部
を
担
任
す
る
副
市
長
の
給

料
の
月
額
を
減
額
す
る
た
め
所
要

の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

　

以
上
、
９
議
案
を
そ
れ
ぞ
れ
可

決
し
ま
し
た
。

　

月
定
例
会

月
定
例
会

１２１２
○
綾
瀬
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
徴

収
金
の
徴
収
猶
予
及
び
換
価
の
猶

予
に
係
る
規
定
、
地
域
決
定
型
地

方
税
制
特
例
措
置
に
基
づ
く
固
定

資
産
税
の
減
額
割
合
に
係
る
規
定

並
び
に
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
軽

減
措
置
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る

た
め
並
び
に
減
免
申
請
期
限
を
納

期
限
ま
で
と
し
納
税
者
の
利
便
性

の
向
上
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改

正
を
す
る
も
の
で
す
。

○
綾
瀬
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

指
定
管
理
者
の
指
定

　

綾
瀬
西
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、
社
会

福
祉
法
人
道
志
会
を
指
定
す
る
も

の
で
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し 

た
。ま
た
、市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
等
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
都
市

公
園
等
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、

株
式
会
社
日
産
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

サ
ー
ビ
ス
を
指
定
す
る
も
の
で
賛

成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

市
道
路
線
の
廃
止
・
認
定

　

開
発
行
為
に
よ
り
延
長
さ
れ
る

既
存
の
道
路
の
廃
止
１
件
と
帰
属

さ
れ
た
道
路
の
認
定
２
件
を
全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

用
雇
用
の
代
替
え
と
し
な
い
」
と

い
う
大
原
則
の
も
と
に
労
働
者
派

遣
法
が
あ
っ
た
が
、
２
０
１
５
年

９
月
の
改
定
で
そ
の
大
原
則
が
投

げ
捨
て
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
改

定
に
よ
っ
て
期
間
制
限
が
な
く
な

り
、
企
業
は
人
を
入
れ
替
え
て
、

課
を
変
え
れ
ば
、
３
年
を
超
え
て

無
制
限
に
派
遣
を
使
え
る
よ
う
に

な
る
。
よ
っ
て
、
改
正
の
労
働
者

派
遣
法
は
、
労
働
条
件
の
改
善
と

安
定
雇
用
を
望
む
派
遣
労
働
者
の

切
実
な
声
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で

あ
り
、撤
回
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

以
上
、
３
議
案
を
そ
れ
ぞ
れ
賛

成
少
数
で
否
決
し
ま
し
た
。

　

可
決
し
た
意
見
書
は
関
係
機
関

に
提
出
し
ま
し
た
（
意
見
書
の
全

文
は
７
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
。

専
決
処
分
の
承
認

　

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

と
し
て
、
防
犯
灯
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
事
業

費
を
計
上
し
た
も
の
で
、
全
会
一

致
で
承
認
し
ま
し
た
。

報　

告

○
綾
瀬
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

○
証
人
等
の
実
費
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
綾
瀬
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
及
び
綾
瀬
市
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

○
綾
瀬
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
綾
瀬
市
小
児
医
療
費
助
成
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例


